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○改正の趣旨
　都市計画法施行令の一部改正に伴い、川越市開発許
可等の基準に関する条例の一部を改正しようとするも
の。
○改正の内容
　都市計画法第３４条第１２号の規定により条例で定
める開発行為等から、災害リスクの高いエリアにおい
て行うものを新たに除外しようとするもの。
�（施行期日：令和４年４月１日）

○公の施設の名称
　川越駅西口第一自転車駐車場　他７カ所
○指定管理者として指定するもの
　川越市石原町２丁目３３番地１３
　　公益社団法人川越市シルバー人材センター
○指定の期間
　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

　市役所の部署の事務分掌を見直すため、川越市行政
組織条例の一部を改正しようとするもの。
��（施行期日：令和４年４月１日）

○改正の趣旨
　子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、川
越市保育料等に関する条例の一部を改正しようとする
もの。
○改正の内容
　保育料算定所得割の額が５７，７００円未満の多子
世帯（年収約３６０万円未満相当世帯）の満３歳未満
保育認定子どもに係る保育料について、当該子どもの
保護者に監護される者等のうち、２番目の年長者を半
額、３番目以降の者を無料としようとするもの。
�（施行期日：公布の日）

○改正の趣旨
　地方税法の一部改正に伴い、川越市国民健康保険税
条例の一部を改正しようとするもの。
○改正の内容
　納税義務者の世帯に属する未就学児に係る均等割額
を減額するとともに、その他所要の規定の整備をしよ
うとするもの。
�（施行期日：一部を除き、令和４年４月１日）
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１８件の市長提出議案を審議しました。
各議案への質疑については、５～９ページを
ご覧ください。
採決の結果は４ページの議決結果一覧表をご
覧ください。

行政組織条例の一部改正

保育料等に関する条例の一部改正

　職員の期末手当の支給割合を改定するため、次に掲
げる条例の一部を改正しようとするもの。
　⑴川越市一般職の職員の給与に関する条例
　⑵�川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例

　⑶川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例
�（施行期日：一部を除き、公布の日）

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正

　 補正予算額　　　　８３８５万１千円増
　（補正後予算額　２億３９７５万１千円）

【主な内容】
　ジクロロメタン含有の汚染水の流入に伴う鴨田農業
集落排水処理施設の処理能力の回復、汚泥の処理等に
係る業務委託料等や予備費の追加計上。

農業集落排水事業特別会計補正予算
国民健康保険税条例の一部改正

開発許可等の基準に関する条例の一部改正

川越駅西口第一自転車駐車
場等の指定管理者の指定


